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気温が上昇すると雪解けが進み、道路に巨大な水たまりができる
ことが予想されます。
道路交通法第７１条では『運転者の遵守事項』として、
「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は
徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすこ
とがないようにすること。」
とされています。
水たまりなどを通行するときは、水たまりを避ける、速度を緩め
るなどして、泥水がはねないように注意して運転しましょう。

違反点数

大型車 ７，０００円

普通車 ６，０００円

二輪車 ６，０００円

小型特殊車 ５，０００円

原付車 ５，０００円

反則金

０点

泥はね運転は違反行為です！！

日中、道路上に溶け出した雪が、夜間や早朝に
凍結し、ブラックアイスバーンとなる可能性もあ
りますので、引き続き凍結路面に注意して運転し
ましょう。

引き続き、凍結路面に注意！！


